
 様式４      

質 問 回 答 書 

 

件 名 介護予防・日常生活支援総合事業業務委託公募型プロポーザル 

 

本件に関する質問について、次のとおり回答します。 

 

No. 該当資料名 ページ 項目 質 問 事 項 回 答 

1 

提出書類 

様式 6 

法人概要等 

 職員体制 国家資格及び認定資格保有者は資格証の写しも

提出してください。とあるが、全員分の資格証提

出ですか？ 

業務に携わる方は全員資格証の提出が必要です。 

2 

げんきアッ

プ教室業務

委託仕様書 

P2 7.業務内容 

(1)業務の流れ 

 

申込受付について 

① 申込期間はいつから実施しますか？ 

② 申込時に聞き取る内容に決まりはあります

か？ 

③ 電話受付とあるが、事業所公式 LINE の活用

は可能ですか？ 

④名簿(データ)を作成とあるが、様式はありま

すか？ 

①前期の申し込み（令和 8年 3月実施）は市で行う。 

②有。 

③電話での受付に限る。 

④様式あり。 

3 

 

業務委託仕

様書（案） 

 

 

ｐ3 7.業務内容 

（2）教室内容

⑥ 

全日程のうち 1 回以上、市内自主体操サークル

の見学を実施すること、とあるが、約 30名での

見学を想定していますか？また、教室開催と同

スケジュールで開催している場所の見学を想定

していますか？ 

参加者の見学ではなく事業所職員が見学を実施しま

す。 

自主体操サークル見学については、市と協議の上、

日時を設定します。 

4 

げんきアッ

プ教室業務

委託仕様書 

P3 

 

7.業務内容 

(2)教室の内容 

⑤動画を取り入れる事とあるが、動画を視聴す

るために必要な機材の準備は事業所が行います

か？ 

動画視聴の際には事業所で準備をお願いします。 



No. 該当資料名 ページ 項目 質 問 事 項 回 答 

5 

げんきアッ

プ教室業務

委託仕様書 

 

P3 7.業務内容 

(2)教室の内容 

⑥では市内自主活動サークルの見学を実施とあ

るが、 

①見学は事業所職員が行いますか？もしくは、

参加者が行いますか？ 

②げんきアップ教室開催時間内に開催中のサー

クルへ職員、参加者合同で行いますか？ 

①事業所職員による見学を実施します。 

②自主体操サークル見学については、市と協議の上、

日時を設定します。 

6 

げんきアッ

プ教室業務

委託仕様書 

P3 7.業務内容 

(4)連絡なしの

欠席が続いた

場合の対応 

③キャンセル待ちへ架電するとあるが、キャン

セル待ち名簿はもらえますか？ 

3 月の初回受付時の名簿は市が作成し、事業所へ受

渡ししますので、それ以降は事業所で名簿を作成し、

管理していただきます。 

7 

げんきアッ

プ教室業務

委託仕様書 

P5 8.人員配置 

(3)補助者 

医療知識を持ちとあるが、 

① どれ程の医療知識ですか？ 

②教室が安全に実施できる為の医療知識を持ち

合わせていれば、国家資格取得者以外でも可能

ですか？ 

①保健師・看護師・准看護師と同程度の医療知識。 

②転倒のリスク、持病の管理のため国家資格取得の

医療職に限る。 

8 

通所型サー

ビス・活動 C

業務委託仕

様書 

 

P2 5.業務内容 

(1)業務内容及

び流れ 

実施内容 

(オ)口腔プログラムの実施では歯科衛生士等と

あるが、言語聴覚士でも可能ですか？ 

介護予防のためにはオーラルフレイルを早期発見し

改善することは大切です。口腔ケア方法、嚥下の確

認、義歯の手入れ方法等のアプローチを行うこと

で、高齢者の体力的・心理的・社会的問題を改善す

る可能性は大きい。これらの主旨を理解した上での

実施であるなら言語聴覚士も可能とする。 

9 

通所型サー

ビス・活動 C

業務委託仕

様書 

P3 5.業務内容 

(1)業務内容及

び流れ 

実施内容 

(カ)栄養改善プログラムの実施では管理栄養士

等とあるが、栄養士でも可能ですか？ 

栄養士でも可能である。 

10 

通所型サー

ビス・活動 C

業務委託仕

P6 6.実施期間、時

間、人数、回数 

① 実施の曜日や時間は事業所で調整は可能で

すか？ 

② 1人の利用者が週 2回の実施ですか？ 

①調整必要な場合は市と協議する必要があります。 

②お見込みのとおり 

③月・木クラス、火・金クラスの２クラスで３か月



様書 ③全体を通して 2回の実施ですか？ 間で終了する。次に新規利用クラスが３か月間利用

となる。ﾓﾃﾞﾙ事業が開始となる場合はそのﾓﾃﾞﾙ事業

の回数に関しては市との協議となる。 

 

11 

通所型サー

ビス・活動 C

業務委託仕

様書 

P7 7.業務内容 

(2)自然災害や

感染蔓延での

訪問対応 

やむを得ない場合、利用者の居宅に週 1 回程度

の訪問とあるが、訪問時間に決まりはあります

か？ 

決まりはありません。しかし、感染症蔓延している

中での訪問は利用者の安全面を考慮することから、

媒体を活用しながら短時間で実施することも可能と

します。 

12 

通所型サー

ビス・活動 C

業務委託仕

様書 

P7 8.人員配置 

(3)運動補助者 

健康運動指導士や健康運動実践指導者、介護予

防運動指導者の配置は可能ですか？ 

今後のリエイブルメント手法を見据え、補助者は保

健師又は、看護師とする。 

 


